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9印単位  

1，027単位  

見 当調整配   8㈲  
（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

ト）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

旦 b㈲   
ヱ 

旦 

号㈲   

に）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅱ）  

早 

や㈲   

？㈲ 

旦 

e 妻介護5  

882単位  

j亘蔓皇位  

1，013単位  

d㈲ 
や 

⊥ 

（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

ト）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ）  a灘  b卿  c郷   
L葺企堕 
旦 f 要町   

に）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅱ）  a朋  b㈲  c即  d郷   
L真金腰且 
f 要介護5  

721単位  

792単位  

862単位  

933単位  

993単位  

526単位  

四7草堂  

ロ8単位  

糾8単位  

919単位  

卯9単位   

㍑6単位  

707単位  

778単位  

印8単位  

引9単位  

9了9単位  

721単位  

792単位  

862単位  

9軍単位  

993単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  
生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  

受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  
いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  
定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  
準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  

くは看護職鼻の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   
場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  
定する。  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生   

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業  
所（指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所  

生活介護事業所をいう。以下同じ。）（同条第2項の規定の適用を  
受けるもの及び同条第5項に規定する併設事業所を含む。）にお  
いて、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス基準第120条に規  

定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合  
に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  
準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ   

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務  
条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に  
相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若し  
くは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  
場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない  
場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算  
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定する。  

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1   
名以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1   

21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又   
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護   
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受   
ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第   

20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅   
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は   
入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え   

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員   
の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、   

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法  
（指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を   

いう。特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用   

者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知   

事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ   
き12単位を所定単位数に加算する。  

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業   
療準士、言言吾聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー   

ジ指圧師（以下この注において「理学療法士等」という。）＋を1   

套以上配置しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第1 
21条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又   
は同条第5項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護   
事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受   
ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭鱒38年法律第133号）第   

20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）又は指定居宅   
サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は   
入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。）が100を超え   

る指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員   
め職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、   

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法   
（指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法を   

いう。特定施設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用   
者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知   

事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につ   

き12単位を所定単位数に加算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  
事業所については、   都道府  知事に届け出た指定短期入所生活介  

当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数   

を所定単位数に加算する。  

（り 看護体制加算（Ⅰ）  4単位  （2）御 8単位  

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する   
基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生   
活介護事業所については、輝こ掲げる区分に従い、1   

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。   

川瀾 13単位  （2）朋 18単位  

6㈲勒・心理症状が認められるため、在宅での   
生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用すること   
が適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行っ   
た場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1 

ー30－  



即瑚  

7慨合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定短期入所生j舌介護事業所において、若年  

して指定短期入所生活介  行った場合には、   認知症利用者に対  

考年性認知症利用者受入加筆として1日につき120単脚   
数斬を算定している場合は算定しなし、。  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと   
が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生   

活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所   

定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護   

費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、   
単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護費  
（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  

する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  

必要があると医師が判断した看  

過 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定   
短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、   
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成1   

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数   

表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）   

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ   
ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ   

たものとみなす。  

n 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて   
いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所   

生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。   

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと  

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生  
活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所  

定単位数に加算する。   

旦 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護  

費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、  

単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）又は併設型短期入所生活介護費   

（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判  

断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用  

する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の  
必要があると医師が判断した者   

旦 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定  
短期入所生活介護事業所に係る注3の規定による届出については、  
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成1  

2年厚生省告示第21号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数  
表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）  

の規定により、注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サ  
ービスに係る届出があったときは、注3の規定による届出があっ  
たものとみなす。   

ユ 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けて  
いる場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所  
生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。  

ハ 栄養管理体制和算  
（1）管理栄養士配置加算  12単位  

一31－  



（2）栄養士配置加算  10単位  

注1（1）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものと   

して都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所につい   

て、1日につき所定単位数を加算する。   
イ倒置していること。   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活  
介護事業所であること。  

2 （2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとし  

て都道府県知  に届け出た指定短期入所生活介  事業所について、  

1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、  

管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活  

n 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介  
護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   

介護事業所であること。  

主 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介  

護事業所が、 

1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

こと。  

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。  

杢 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県  

知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚  

生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護  

1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食卓の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所生活介護事業所において行われていること。   

緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所生活介護   
を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
へ 在宅中重度加算   

川 夜間看護体制加算  

ホ 在宅中重度者受入加算   

注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用して   
いた訪問看建を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理  
等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞ  
れ所定単位数を加算する。  

イ 看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合（看護体制加算（Ⅱ）  

10単位  

（2）在宅中重度者受入加算  

注1叫如こ掲げる基準lこ適合しているものとして都   

道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所について、1  
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を算定していない場合に限る。） 421単位   

口制  

を算定していない場合に限る。） 417単位   

ハ制（Ⅱ）をいずれも算定している場合  
413単位  

日につき所定単位数を加算する。  
イ常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めて   

いること。ただし、常勤の看言削附こついては、平成20年3月31   
単車での間は、常勤の看護職鼻で配置することで足りることと   

すること。  

425単位  看護体制加算を算定していない場合  ロ 看護職員lこより、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看儀   
ステーションとの連携により、卿を受ける   
利周者に対して、24時間連絡体制を確保し、かつ、哩   
て嘩康上の管理等を行う体制を確保しているこL  

2 ∽については、指定短期入所生さ舌介儀事業所lこおいて、当該  

軋甲者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当弛   
用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲ぜ   
る区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。  

些旦単位  

425単位  

イ mの夜間看護体制加算を算定している場合  
ロ（1）の夜間看護体制加算を算定していない場合  ヘ サービス提供体制強化加鼻  

注 師こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府   
県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対しL   
指定短期入所生活介護を行った場合は、望郷lこ従   
い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次lこ掲   
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次lこ掲げるそ   
の他の卿   （1）凋   
L 
⊥ 

9 短期入所療養介護費   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護費  

ト）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

止 

虹 iv㈲  
∨ 要介護5  

9 短期入所療養介護費   

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費   

（1）介護老人保健施設短期入所療養介護費   

（－）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介諌老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

旦 

j虹 jv㈲  
∨ 要介護4  

746単位  

795単位  

848単位  

902単位  

955単位   

558単位  

732単位  

781単位  

834単位  

888単位  
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V㈲   
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

i経過的要介護  
1F 臼抗配i  

iii要介護2  iv㈲  V㈲  Y㈲  
H 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

i経過的要介護  

「ヨ 臼抗融i   

iii要介 2  

罰 巳抗日醗  

∨⑯  Vi閲   
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

i経過的要介護  
や 要介護1   

iii要介護2  

iv 要介護3  V㈲  Vi御  
仁）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

i経過的要介護  
ii要介注1   

「11当抗日‡材  

罰 当抗日キ醗  V㈲   Vi閲   
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

i経過的要介護  
ii要介1  
iii要介護2   

b 介護老へ保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3  

付 要介護4  

v 要介護5  
0 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

l要介護1  

941単位   

617単位   

∽1単位  

880単位   

犯3単位   

9椚単位  

1，040単位  

845単位  

894単位  

！川7単位  

1，001単位  

1，054単位  

558単位   

一732単位   

幻7単位   

錮0単位   

錮4単位   

㈹7単位  

引7単位  

831単位   

936単位   

鈍9単位  

1．043単位  

1，096単位  

767単位  

ii要介護2  850単位  

iii要介護3  965単位  

付 要介護4  1，041単位  

v 要介護5  1，117単位   

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

「 巳抗日i  

止 
iii要介護3  iv 要恥  V㈲  

E）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1   

ii 要介護2   

iii要介護3  
付 要介護4  V㈲   

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

〒 ヨ抗型i   

ll臼抗配当   

iii要介護3  

866単位   

錮9単位  

LO64単位  

＝40単位  

1，216単位   

767単位   

糾4単位   

938単位  

1，014単位  

1，090単位   

558単位  

732単位  

釘0単位  

863単位  

917単位  

970単位   

617単位  

831単位  

909単位  

弼6単位   

943単位  

1，037単位   
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iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5   

962単位  

1沌16単位  

1，069単位  

爛 ‖3単位  

∨ 要介護5  1，189単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費  

（－）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  848単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費   

卜）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  経過的要介護   i牒 単位  ii㈲ 834単位  

iii要介護2  883単位  

ii要介護2  897単位  

iij 重介護3  950単位  

付 要介護4  1，004単位   虹 」坐里塵  

∨ 要介護4  990単位  ∨ 要介護5  1．057単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  848単位  

潤 ㌧043単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  624単位  

ii 要介護1  

iii要介護2  
叶 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

834単位   

鱒単位   

≦ほ6単位   

990単位  

1，043単位  

ii 要介護2  897単位  

iii要介護3  950単位  

付 妻介痩4  1，004単位  

V 要介護5  1，057単位  

ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

t 要介護1  928単位  

（二）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）  

・介捷  

．  834単位  ii要介護2  1，011単位  

‖㈲ 6単位  

V 要介護4  1，202単位  

姐 要介護2  
iv 要介護3  

V 要介護4  
扇 要介護5   

9軍学位   

∈堪単位  

＝叫6単位  

1，099単位  

∨ 要介護5  1，278単位  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

し 
ii要介護1  
iii要介護2  

叶 要介護3  

γ 要介護4  
Vi要介護5  

旦28単位  

1．0‖単位  

1，126単位  

1，2P2単位  

1，278単位  

（ほ4単位  

8叫単位   

g39単位   

㈹2単位  

1L旦鱒単位  

1．099単位  

I 要介護1  
ii要介護2  
車 

亘 要介護4  
V 要介護5  

（三）ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   臼 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護黄（Ⅲ）  
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㌍  

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（i）   

叩8単位  

＝）05単位  

1⊥119単位  

＝95単位  

1．271単位   

十 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
～ 要介護4  

v 要介護5  

陀4単位   

884単位   

寧り2単位  

！沌5単位  

＝）19単位  

1．072単位  

l 経過的妻介芸  

ii事介護1  
iii要介護2  
ル 要介護3  
V 要介護4  

Vi要介護5  b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）   

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）  

gほ8単位  

1，005単位  

1．‖9単位  

1，195単位  

1，271単位  

∬0単位   

900単位  

1．250単位  

「 ヨ㌫日工F  

「［当㌫肖キ困  

iii要護3  iv㈲  V㈲  
㈲ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費   

卜13 間以上4 間未満  
⊆）4 間以上6時間未満   
臼 6時間以上8時間未満  

陀4単位  

834単位  

912単位  

965単位  

1，019単位  

1，072単位  

（1日につき）  

760単位  

i 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  iv㈲  V㈲  
Vi要介護5  

（3）特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  

注1（1）及び（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適   
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務   
条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た   

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居   

宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護   

事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護   
（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介   

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ   
る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、   
利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   
満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を   
算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職鼻、介護職員、   
理学療法士、作業療法士若しくは言言吾聴覚士の員数が別に厚生   
労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が  
定めるところにより算定する。   

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、   
かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に   

注1（1）及び（2＝こついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  

合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務  

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た   

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居  
宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護  
事業所をいう。以下同じ。）において、指定短期入所療養介護   

（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介   

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  
る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、  

利用者の要介護状態区分lこ応じて、それぞれ所定単位数を算定  
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  

満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を  

算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職鼻、介護職員、  

理学療法士若しくは作業療法士の負数が別に厚生労働大臣が定  
める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ  
により算定する。   

2（3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、  
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かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に  

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老  
人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用  
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中  
のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を算  
定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  

を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、  
理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生労働大臣が定  
める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ  
により算定する。  

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老  

人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用  
者（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、日中  
のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現lこ要した時間  
ではなく、短期入所療養介護計画（指定居宅サービス基準第147  

条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。）  

に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要す  
る嘩準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当  

該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、  
所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利  

用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療   
法士若しくは吉富吾聴軍手の員数が別に厚生労働大臣が定める基   

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより   
算定する。  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

欄う職   

員僻事に   

届け出た脚具配   

置加算として、1日にフき卿  
旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都   

道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ   
テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位   
数に加算する。  6瑚は   
卿リ   

ハビリテニション実五郎口算として㌧1計lこつ草240単位を所牢単   

位数に加筆する1  

ヱ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   
て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   
活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   
から介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療   
養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算   
する。   

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

生 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都   
道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ   
テーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位   
数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし   
て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生   
活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められること   

から介護を必要とする認知症（法第卿忍知   
症をいう。以下同じ。）の利用者に対して指定短期入所療養介  
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だ  

護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  8（1）及び（2）について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め  

られるため、瑚こ指定短期入所  

療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指  

定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起  
算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加   

算する。  

9 矧‖こ厚生労働大臣が定ゅる基準lこ適■合しているものとして都   

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、   

若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  

合には、若年性認知症利用者受入加算として、川及び（2‖こつい  

ては1日につき120単位を、（3）については1日につき60単位を所  
定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は算定   
しない。  

週 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

□ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

廷 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
及び蓮ユの規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   
係る届出があったときは、注1及び星ヱの規定による届出があ   
ったものとみなす。  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

ユ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期   

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所   
療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）、   

介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設   

短期入所療養介護責（ii）又は介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）の介護老人保健施設短期入所療養介護費（ii）を算定す   

る。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
及び星旦の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに   

係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があ  

ト   
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ったものとみなす。   

旦 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期  
入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所  
療養介護費は、算定しない。  

1旦（1）（コ及び日並びに（2）出及び鳥について、利用者に対して、指  
導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大  
臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生  

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に  
加算する。   

u（1）仁）及び日並びに（2）日及び且について、別に厚生労働大臣が  
定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け  

出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ  

いては、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所  
定単位数に加算する。  

り）栄養管理体制加算   

上）倒 12単位   

仁）即 10単位  

注1 Hlこついては、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 管理栄養士を1名以．h配置していること。  

口 跡＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であること。   

2 （ニ）lこついては、次に掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、■1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、嘩定し  

恥  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 師こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であること。  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介  

週 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所   
療養介護費は、算定しない。  

1隻（1）仁）及び（ヨ並びに（2）仁）及び且について、利用者に対して、指   

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大   
臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生   

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に   

加算する。  

廷（1）（ニ）及び（ヨ並びに（2）（ニ）及び息について、別に厚生労働大臣が   

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け   
出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ   
いては、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所   
定単位数に加算する。  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   
護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
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